
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

仕事へのやりがい・働きがいを増進し企業の生産性向上 
-Point- 

第 4 回事前エントリー受付： 

7 月 31 日（月）～ 

8 月 4 日（金） 

従業員の社会保険への加入に助成金を活用しよう 

キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース 

 ●有期雇用労働者など※1について、週所定労働時間を延長することにより、
当該労働者を新たに社会保険の被保険者とした場合に、事業主に対して助
成を行う制度 ※1：有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む 

東京都 魅力ある職場づくり推進奨励金 

2023 年 

７月号 
中小企業支援制度の最新情報が分かるニュースレター 

ペ ン デ ル 税 理 士 法 人 
補 助 金 ニ ュ ー ス レ タ ー  
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-Point- 

有期雇用労働者など

の更新時期に併せてご

検討ください！ 

 詳しくは…東京しごと財団「魅力ある職場づくり推進奨励金」 
 

 詳しくは…厚生労働省「『キャリアアップ助成金』を活用して従業員の社会保険への加入を図りませんか？」 
 

 受付期間 

●事前エントリー： 7月 31日（月）～8月 4日（金） 
 

●2 回の専門家派遣を受け、新たに従業員のエンゲージメントの向上や
結婚から子育てまでのライフステージの支援、賃上げに取り組む企
業に対し、取組内容に応じて最大 130万円の奨励金を支給 

  事業内容 

 対象者 
都内で事業を営んでいる中小企業など 

働き方改革特集 

①週所定労働時間を３時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合※2 
●23万 7,000円 
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用した場合※3 
2時間以上 3時間未満延長（基本給 6％以上増額）●11万７,000円 
1時間以上 2時間未満延長（基本給 10％以上増額）●５万８,000円 
※2： 2024年 9月 30日までの間は支給額増額 ※3： 2024年 9月 30日までの暫定措置 
 

助成額 

助成要件 

●キャリアアップ計画の作成・提出 ●労働時間の延長など ●社会保険の適用と延長後6カ月以上の継続雇用など 

＜取組内容に応じて最大 130万円の奨励金＞ ※以下の(1)から(15)までの取組から２つ以上選択必須 
●従業員のエンゲージメント向上に向けた取組（各 10万円/最大 40万円） 
(1)フレックスタイム制 (2)選択的週休３日制 (3)ワーケーション制度 (4)社外副業・兼業制度 
(5)人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度 (6)社内メンター制度 (7)リスキリング・資格取
得支援制度 (8)外部キャリアコンサルタント活用支援制度 (9)従業員表彰制度・報奨金制度  
●結婚などのライフステージを支援する取組（各 10万円/最大 30万円）NEW!! 
(10)多様な正社員制度（短時間正社員・勤務地限定・リモートキャリアなど） (11)家庭応援特別休暇制
度（セレモニー休暇・地域活動休暇など） (12)産休・育業を支える従業員への支援制度 
(13)子育て支援勤務制度（慣らし保育・小 1の壁を乗り越える勤務制度） (14)積立休暇制度 
●賃金引上げの取組（従業員 1人当たり 6万円/最大 60万円） 
(15)時間当たり 30円以上の賃上げ 

特集 

特集 

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tokyoengagement.html
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tokyoengagement.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001099868.pdf


 

 

 

 

※ご注意：補助金・助成金は審査があります。条件に合致することのほか、事業計画を基に審査が行われ、不採択にな
る場合もあります。また事業の着手は採択・交付決定の後に行うなど、補助金によって条件が異なります。 

ペンデル税理士法人 TEL：03-5990-5910 FAX：03-5990-5909 WEB: https://www.pendel.jp/ 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館6F 
我々は中小企業の経営上の課題に対し専門性の高い支援を行える国から認定された「経営革新等支援機関」です 

-Point- 

延長募集が 

開始されました 

 

どの補助金に申請できるのかよくわからない…。そういっ
た際には、まずは簡易診断と無料相談をご利用ください。 
簡単な質問に回答するだけで、全 12種類の補助金などの
活用診断レポートが作成されます。 
 
■作成申込……こちら 
（ペンデル簡易診断申込フォーム） 

●国際情勢の変動による原油の価格高騰などによって、中小企業にとっても事業
継続のリスク要因が多様化しています。 
そこで、都内中小企業者が使用する電気を、自ら安定的に供給できるよう、創電・
蓄電に取り組むことに対し、東京都が相談窓口を開設、専門家の派遣や助成金に
より支援を受けられる事業が新たに始まりました。 

エネルギーの安定供給を強化！創電・蓄電設備を導入しよう 

東京都 中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業 
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詳しくは…東京都中小企業振興公社「中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業」 

▶
活
用
診
断
レ
ポ
ー
ト 

貴社で受けられる補助金などを簡易診断してみませんか？ 
 

無料 
サービス 

▶
作
成
申
込 

対象者 

都内中小企業者（個人事業主を含む） 
 

 助成対象経費 
専門家派遣において、専門家が経営基盤の強化のために必要と認めた創電・蓄電に関する設備の
導入に必要な経費の一部 
[例]・太陽光発電 ・小型の風力発電 ・その他発電に関する設備 ・蓄電池 ・その他蓄電に関す

る設備 
※ただし自動車本体の導入は対象外 
※売電など収益（収入）の増加を直接の目的とする経費は対象外 

 助成上限額・助成率 

●助成上限額： 1,500万円（下限額 100万円） ●助成率： 2/3（小規模事業者 3/4） 

 専門家派遣支援 

経営基盤の強化に向けた創電・蓄電に関する取組を検討している事業者の申し込みに応じて、専
門家が訪問し、現地調査を行い、その取組を行うにあたっての経営課題について助言などを実施 

事業実施の流れ 

助
成
金
支
援
｟任
意
活
用
｠ 

専
門
家
派
遣 

 受付期間 
●延長募集分： 7月 3日（月）～8月 31日（木） 

専門家派遣 申込 専門家派遣 実施 助成金 申請 助成金 交付決定 

https://www.pendel.jp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDKUjlVcdBmsX9SabsJHsNpD-gnyZosXrh0RK7evlK9uCJtg/viewform
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/energy_jikyu.html

